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衆
議
院
議
員
保
坂
展
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国
連
広
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セ
ン
タ
ー
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不
正
会
計
処
理
問
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対
す
る
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に
関
す
る
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問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
不
正
会
計
処
理
問
題
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

東
京
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
」
と
い
う
。
）
の
施
設
費
は
、
国
連
大
学
に
お
い
て
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東

京
を
含
む
国
連
大
学
施
設
全
体
の
維
持
管
理
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
連
大
学
と
文
部
科
学
省

と
の
間
の
取
決
に
よ
っ
て
国
連
大
学
本
部
施
設
（
以
下
「
本
部
施
設
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
駐
日
国
連
機
関
事
務
所
に
使

用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
「
普
通
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
係
る
標
準
契
約
書
式
及
び
同
取
扱
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
十

三
年
三
月
三
十
日
付
け
財
理
第
一
二
九
八
号
財
務
省
理
財
局
長
通
達
）
に
よ
り
、
そ
の
維
持
管
理
費
用
を
賄
う
程
度
の
使
用

料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

国
連
に
お
い
て
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
の
統
合
・
合
理
化
が
議
論
さ
れ
る
中
、
国
連
が
当
該
機
関
の
所
在
地
国
政
府
に
施
設

費
を
支
援
す
る
よ
う
強
く
求
め
た
こ
と
か
ら
、
我
が
国
は
平
成
十
六
年
度
予
算
よ
り
拠
出
を
行
っ
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

国
連
大
学
の
施
設
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
い
る
他
の
国
連
機
関
に
対
し
て
政
府
が
施
設
費
を
拠
出
し
て
い
る
例
は
な
い

一



。
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
場
合
は
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
理
由
に
よ
り
我
が
国
が
拠
出
し
て
い
る
。
他
の
機
関
は
各
機
関

の
本
部
が
施
設
費
相
当
額
を
支
払
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

国
は
、
本
部
施
設
を
、
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
特
別
措
置
法

（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
（

昭
和
五
十
一
年
条
約
第
七
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
国
連
大
学
に
無
償
で
使
用
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
東
京
都
は
財
産

の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
同
協
定
に
定
め

ら
れ
た
本
部
施
設
の
用
地
及
び
そ
の
施
設
関
連
用
地
を
国
連
大
学
に
無
償
貸
与
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
同
協
定

に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学
本
部
施
設
の
無
償
使
用
に
関
す
る
国
際
連
合
大
学
と
文
部
省
と
の
間
の
取
決
で
本
部

施
設
の
第
三
者
使
用
に
つ
い
て
国
連
大
学
の
活
動
に
関
し
必
要
な
援
助
又
は
協
力
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
に
使
用

さ
せ
る
場
合
に
認
め
て
お
り
、
財
団
法
人
国
連
大
学
協
力
会
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
国
連
大
学
が
本
部
施
設
の
一

部
を
同
財
団
に
使
用
さ
せ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

二



平
成
十
九
年
に
実
施
さ
れ
た
国
連
の
内
部
監
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
二
年
頃
か
ら
、
国
連
財
政
手
続
規
則
に
違
反
し
た
前

払
が
行
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
だ
れ
が
所
長
の
時
に
始
ま
っ
た
の
か
時
期
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。
政

府
と
し
て
は
、
こ
の
内
部
監
査
が
実
施
さ
れ
る
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
承
知
し
て
お
ら
ず
、
決
算
報
告
か
ら
で
は
、

国
連
財
政
手
続
規
則
違
反
は
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
以
降
の
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
会
計
処
理
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
内

閣
衆
質
一
六
九
第
四
一
〇
号
）
一
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
担
当
者
に
つ
い
て
は
、
氏
名
が
公

表
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
連
事
務
局
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
か
ら
国
連
本
部
に
対
し
て
前
払
の
事
実
を
報
告
し
て
お
ら
ず
、
当
該
前

払
は
、
国
連
財
政
手
続
規
則
一
〇
五
の
五
、
一
〇
五
の
六
及
び
一
〇
五
の
一
九
に
違
反
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
以
前
の
国
連
財
政
手
続
規
則
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
現
在
国
連
事
務
局
に
照
会
中
で
あ
る
。

三



三
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
三
月
に
外
務
省
に
お
い
て
御
指
摘
の
監
査
報
告
書
を
入
手
し
て
い
る
が
、
国
連
の
内
部
文
書
で
あ
る
の
で
、

公
表
の
可
否
に
つ
い
て
は
現
在
国
連
側
に
照
会
中
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
個
人
が
不
正
に
金
を
着
服
し
た
等
の
疑
惑
は
な
い
」
と
の
見
解
は
国
連
事
務
局
の
見
解
で
あ
っ
て
、
政
府
と

そ

ご

し
て
は
、
国
連
に
よ
る
内
部
監
査
の
結
果
と
齟
齬
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
取
引
の
有
無
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

各
国
連
機
関
は
、
国
連
の
監
査
制
度
に
基
づ
い
た
監
査
を
受
け
て
お
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
以
外
の
国
連
機
関
に
つ
い
て
何

ら
か
の
会
計
上
の
問
題
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

国
連
の
職
員
規
程
及
び
職
員
規
則
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ
て
、
給
与
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府

四



と
し
て
は
、
個
々
の
職
員
の
給
与
の
額
に
つ
い
て
具
体
的
に
承
知
し
て
い
な
い
。

五


